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倉敷市動物愛護管理審議会議事録 

日時 令和元年７月１９日（金）１３：３０～１５：３０ 

場所 倉敷市保健所 ２０２会議室 

出席者 國近会長・垣野副会長・浅野委員・今林委員・生水委員・亀森委員・亀山委員・松本委

員・安原委員・湯川委員・横溝委員 

以上１１名 

欠席者 ０名 

傍聴者０名 報道機関０社 

 

１．開会 

参事挨拶 

事務局： 

本日の出席委員は１１名で委員総数の半数以上が出席でありますので、倉敷市動物の愛護及び

管理に関する条例施行規則第１２条第２項の規定により会議が成立することをご報告いたしま

す。また、本日は、報道の方、傍聴の方がおられないことも御報告させていただきます。資料の

確認をさせていただきます。お手元の資料をご確認ください。１ページから１２ページが本日の

説明資料です。１３ページから２３ページが参考資料１、２４ページから２５ページが参考資料

２、２６ページから２８ページが参考資料３、２９ページから４０ページが参考資料４、４１ペ

ージから６４ページが参考資料５、６５ページから６６ページが参考資料６、６７ページから６

８ページが参考資料７です。お手元の資料の中に、１か所訂正がございます。スライドご覧くだ

さい。資料の７ページについてですが、スライドにお示ししているとおり左側の表の赤線部２０，

０００円から２５，０００円の施設数がお手持ちの資料では２になっていますが、これを２から

３へ修正をお願いいたします。よろしいでしょうか。資料を確認されましたところで、司会進行

を國近会長にお願いしたいと思います。会長どうぞよろしくお願いいたします。 

２．議事 

会長： 

それでは第２回目になりますが本年度では１回目の倉敷市動物愛護管理審議会をすすめさせ
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ていただきます。まず、最初に事務局の方から説明がございますので説明をお願いします。 

事務局： 

それでは、お手持ちの説明資料を正面のスライドに映しますので、それも見ながら聞いてくだ

さい。手元の資料の１ページ目からご覧ください。（次スライドお願いします。）前回の審議会で

動物愛護管理審議会の経緯について皆様のご説明いたしましたが、参考資料１に平成２２年に動

物愛護管理審議会から出された答申の内容を諮問と併せてつけさせていただいております。その

内容は１４ページから２３ページ目になります。ご覧ください。その中に、避妊去勢手術につい

てふれられている部分がありますので、説明させていただきます。画面と同時にご覧ください。

２１ページ目のウ、避妊手術についてです。その部分を前のスライドに示しています。内容を読

ませていただきます。 

保健所で収容した猫のうち９割以上が子猫であり、猫においては、避妊去勢手術の徹底が有効

と考える。避妊手術をしていない猫は容易に繁殖する。その結果、飼い猫が飼い主の管理能力以

上に増えてしまい、不適正飼養の状態に陥る人もいる。それは、所有者不明猫の増加にもつなが

る。したがって、飼い猫だけでなく、所有者不明猫を削減するためにも避妊去勢手術は必要であ

る。避妊去勢手術については、国からも推奨されており、また、動機づけのため、手術費用の一

部をわずかながら助成している中核市もある。手術は本来飼い主が行うべきであり、手術時の助

成については慎重を期すべきである。しかし、引き取り数が減少しない場合は、他市の助成制度

の導入も考慮してください。猫の避妊手術については、このような内容で答申をいただいており

ました。（次のスライドお願いします。） 

全国の中核市の猫の不妊・去勢手術助成制度の状況をスライドにお示ししました。お手持ちの

資料の６５ページ、６６ページについても参考にご覧ください。全国の中核市のうち猫の不妊・

去勢手術について何らかの助成制度を設けているのは、平成２１年度の第４回審議会が開催され

た当時の平成２０年度の実績は４１中核市の内１３市で３１．７％でした。しかし、平成３０年

度は、中核市は５８市になり、助成制度を設けている市も３８市で６５．５％と大幅に増えてお

ります。その助成金額の幅は、雌の不妊手術の場合は３，０００円から１０，０００円範囲で平

均は７，５５０円、雄の去勢手術の場合は２，１００円から１０，０００円範囲で平均は４，７

８０円です。（スライド次をお願いします。） 

次のスライドは猫における助成制度の有効性についてです。助成を実施している中核市は３８
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市ありますが、多数の自治体で不妊・去勢手術の啓発・指導に有効であるという意見がありまし

た。それ以外では、猫の引取数または苦情数が減少傾向にある。という意見がありました。（ス

ライド次をお願いします。） 

５ページのグラフは、比較的最近、つまり平成２０年度以降に猫への手術助成制度を導入した

西日本の中核市および岡山市の５つの自治体における猫の引取数の変化をグラフに示したもの

です。左側が猫の不妊・去勢手術への助成制度導入直前の引取数です。右側が平成２９年度の引

取数で、導入後、数年から長いところで１０年経過しています。いずれの自治体も猫の引取数が

減少しております。（スライド次お願いします。） 

今回の審議会で審議していただきたい事項は、基本的に４項目ございます。まず①として、猫

の不妊・去勢手術助成制度について、設けるべきかどうか。基本的な是非について。続いて②と

しまして、設けるとするならば、助成対象とする猫をどうするか。つまり、所有者のいない猫と

するか、それとも飼い猫や地域猫をどうするか、についてです。続いて③として、助成金額をど

のように設定するのが適当か、④は助成対象者について、どういう人もしくは団体とするのが適

当か、ということです。これらについて順次ご意見をいただきたいと考えております。４つのそ

れぞれのご意見をいただきます前に、次のスライドからは前回の審議会でも少しお話をしました

が、猫を取り巻く現状についてお話をさせていただき、続いて、倉敷市の助成金制度化を検討す

るに至った現状とその制度の全体的なイメージについてお話をさせていただきたいと思います。

そして、それが終わりましたら、その後、この４つの項目についてそれぞれ具体的に審議してい

ただきたいと思います。（スライド次をお願いします。） 

倉敷市の猫をとりまく現状の前に、全国の現在の猫の苦情についてお話します。参考とした資

料としましては、資料の２６ページからの少々古いものですが、平成２３年の中央動物審議会の

資料を参考としました。全国の猫の苦情については猫全体の苦情のうち半数が所有者のいない猫

に関するものです。その苦情内容については、猫の存在そのものについて、たとえば捨て猫、野

良猫、捕獲保護、引取りについてです。また、糞尿や臭い、他に餌やり、虐待・負傷などがあり

ます。（スライド次をお願いします。） 

次のスライドは、平成２９年度の全国の猫の引取り状況です。見ていただきますと、引取りの

割合としては、飼い猫は１８％、所有者不明猫は８２％と所有者不明の猫が大多数をしめていま

す。また、収容した猫の７０％近くが子猫となっています。（スライド次をお願いします。） 
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続いて倉敷市です。まず倉敷市の苦情に関してです。飼い猫については、その年年により増減

はありますが、常に所有者不明の猫に対する苦情・相談が多い状況にあります。その内訳としま

しては、やはり、猫の存在そのものに対する苦情である保護・引取りや糞尿などの被害について

多く、全国と同じような傾向にあります。また、苦情がどのような地区で起こっているかについ

てみていただきたいのですが、お手持ちの６７ページと６８ページをご覧ください。これは平成

２５年度から２９年度までの５年間の猫に関する苦情の累計をあらわしたものです。１地区あた

りの１年間の苦情数は感覚的なものですが１から４件がほとんどであり、件数が１年に５件以上

ある場合は特異的です。地域ごとに全く苦情がない場合もありますし、単発のみの場合もありま

す。しかし、累計が１０以上の地域になりますと、継続して何年もある場合がほとんどです。（ス

ライド次をお願いします。） 

次に倉敷市の猫の収容状況です。収容する猫の８５％が所有者不明の猫です。子猫の収容割合

は全体の９７％にも達しています。つまり、引き取る猫のほとんどが、所有者不明の子猫となっ

ております。（スライド次をお願いします。） 

倉敷市の猫の現状について整理しますと、まず、引取数ですが、飼い猫よりも所有者不明の猫

の引取りが多くそのほとんどが子猫になります。また、苦情についても所有者不明猫がやはり多

いです。苦情で多い内容は、猫がそこに存在していることそのものや糞尿の被害になります。ま

た、苦情の多い地域は他の地域と比べて抜きんでているところがあり、また、その地域の苦情は

継続して発生していると思われます。（スライド次をお願いします。） 

では、次になぜ苦情はなくならないか、苦情をなくすにはどうすればよいかについて考えまし

た。なんと言いましても、所有者がいないと飼い方指導ができないといった事が大きいと思われ

ます。というのも、飼い主がいる場合ですが、不妊・去勢手術を実施し増えないようにすること

や、また、他の猫が寄ってこないように餌の管理、他で糞をしないように適切な数のトイレを設

置したりして清潔に保つことや、できるのであれば室内で飼うことについて指導します。これら

のことについては、所有者のいない猫についてはできません。餌をやっている人がわかる場合も

あり、飼い主と同様の指導をすることもありますが、所有者ではないので強く指導することは困

難で解決に時間がかかったり、解決できない場合があります。この所有者のいない猫の問題を動

物愛護の精神に反せず解決につなげる一番の方法として、繁殖制限が急務であり、手術費用に対

して助成金を出し、不妊・去勢手術を促すことで猫を増やさないようにしようと考えました。（ス
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ライド次をお願いします。） 

続いて、手術費用ですが、費用について市内１２の動物病院について聞き取った結果を表に示

しました。雄については、一番多い価格帯が１０，０００円から１５，０００円で、ついで５，

０００円から１０，０００円、２０，０００円から２５，０００円が多く、平均が１４，１２０

円でした。また、雌については、多い価格帯が２０，０００円から２５，０００円で、平均が２

１，８６０円でした。繁殖制限には、地域の猫を時間をあけず手術することが効果的であるとい

われています。このような費用を何匹も一度に支出するのは、かなり難しいことだと考え、助成

制度がやはり必要であると思います。（スライド次をお願いします。） 

また、手術費用の一部負担によって繁殖制限を勧める助成制度ですが、費用面以外にもメリッ

トがあると考えます。まず、動物愛護管理の理念の普及啓発として、市の助成金制度を作ること

で、猫を安易に殺処分しないことの普及啓発が図れます。続いて、子猫が減少することで保健所

の引取り数が減少し、処分数の減少、譲渡に関する労力の省力化が図れます。また、このような

制度があることで、繁殖制限について活動している市民を支持し、市民活動を推進することがで

きると考えます。（スライド次をお願いします。） 

ただし、このような制度化には懸念もあります。処分をするほうが早いと思う住民からの反対

の声が上がる可能性もあります。また、保護をするための餌の管理が中途半端であると、かえっ

て猫を呼び寄せて増やしてしまう恐れもあります。このことから、制度化には、猫の保護を行う

地域住民の理解と制度の十分な周知、保護実施中などは、餌の管理を徹底し、かえって猫を増や

さないようにするなど、十分に留意する必要があると考えられます。（スライド次をお願いしま

す。） 

また、このように制度化をするに当たって、現状希望者がいるかについても検討しております。

倉敷市では、５年ほど前から手術目的や保護して飼育する目的での猫の保護器の無料貸し出しを

行っております。これが平成３０年度の貸し出し実績ですが、所有者のいない猫について申請件

数は２５件で、保護を希望する猫の数は５６匹でした。このことから、猫は飼ってはいないが、

保健所に引き渡さず不妊・去勢手術をして数を増やさないようにしたいという人が一定数存在し

ていると思われます。費用の一部助成により、更に希望者の掘り起こしを図れると考えます。（ス

ライド次をお願いします。） 

以上、制度化について述べて参りましたが、続いて、助成対象の猫はどの範囲にするかについ
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て検討しました。この度の対象について飼い猫は対象とせず、所有者のいない猫を対象にしたい

と考えております。所有者がいないという事実は、申請者ひとりの申し出では判断できかねるこ

とがありますので、他に占有している人、つまり飼い猫として飼っている人がいないかの証明が

必要であると思っております。これは、誤って飼い猫の手術を行わないための措置であり、猫の

生息する地域の住民２人以上の証明を考えております。さらに、所有者のいない猫とすることで、

ＴＮＲのみをする猫に対しても、地域猫に対しても、どちらに対しても助成を行えると考えてお

ります。（スライド次をお願いします。） 

ここでＴＮＲ活動と地域猫活動について、ご説明申し上げます。ＴＮＲ活動とは、飼い主のい

ない猫の繁殖を抑え、自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、保護（Trap）し、不妊・去勢

手術（Neuter）を施して、元のテリトリーに戻す（Return）活動です。略して、ＴＮＲといいま

す。続きまして、地域猫活動についてですが、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を施して、地

域住民の合意の下に管理、管理とは、餌やり、トイレの設置などですが、をする活動です。つま

り、地域の合意の下、ＴＮＲを行い、地域ぐるみで猫の寿命が尽きるまで猫の飼養管理をするこ

とが地域猫活動です。地域猫活動をするというまでは地域がまとまらないため、ＴＮＲまでを行

うといったところも多く見受けられます。なお、この地域猫活動については、お手元の資料２４

ページに載せてあります、平成２４年度の動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正する法案

に対する附帯決議においても、左側の８項目に「地域猫対策は、猫にかかる苦情件数の低減及び

猫の引取数の減少に効果があることをかんがみて官民挙げて一層の推進を図ること。」とあり、

国も推奨する活動になります。ただし、地域猫活動については、地域住民の総意の下、猫が死ぬ

まで猫の管理をする必要があるため、町内会から手術費用、餌代、トイレの管理その他の出費や

猫を管理する人など、人的な労力が避けられないため、総意の形成に時間がかかります。総意が

得られないこともあります。地域猫活動だけでなく、ＴＮＲのみの活動に対しても助成の対象と

することで、出費や猫の管理について、町内会の関与が不要であるため、比較的理解が得やすい

と考えます（スライド次をお願いします。） 

ここまで所有者のいない猫について話してきましたが、飼い猫については助成金はいらないか

ということです。動物愛護法には、所有者が繁殖に対する適切な措置を講じるよう努めなければ

ならないと飼い主の責務についてうたわれています。また、県内の公益社団法人で飼い猫につい

て既に助成金制度があります。１家庭に１匹のみで年会費１，０００円が必要ですが、雌５，０



- 7 - 

００円、雄３，０００円の助成が受けられます。以上の理由から、やはり飼い猫はまず飼い主責

任で繁殖制限を行わなければならないと考えております。（スライド次をお願いします。） 

また、交付の条件としては、手術後、耳にＶ字の切り込みを入れることを考えております。こ

の措置は、手術をした猫が再度手術されることを防止するために行うものです。環境省の住宅密

集地における犬猫の適正飼養ガイドラインにおいても手術の識別方法として挙げられている方

法です。資料の６０ページをご覧ください。識別方法としましては、他にも耳ピアスやマイクロ

チップの体への埋め込みなどがあります。このうち、耳ピアスはとれてしますこともあり不適だ

と思われます。また、マイクロチップは手術の有無についても登録できますが、その情報はマイ

クロチップに直接書き込まれているのではなく、ほとんどの場合、マイクロチップには１５桁の

数字が書き込まれており、マイクロチップ専用のリーダーで読み取ったその１５桁の数字を管理

団体に照会して初めて分かります。この飼い主の情報は一般には開示されていないため、マイク

ロチップでは手術の有無については、すぐにはわかりません。このことからも耳へのＶ字カット

を条件とするのが妥当です。また、頭数、匹数に関しては、同じ地域の猫はある程度一度に手術

しないと効果的ではないと、活動されているボランティアの方々からお聞きしますので、効果的

な結果をだすためにも、予算の範囲内ではありますが、制限は設けないものとさせていただきた

いと考えております。（スライド次をお願いします。） 

続いて、助成金の手続きの流れのイメージです。まず、最初に交付申請をしてもらいます。そ

の時に予定頭数など必要な情報を添えていただきます。その後手術を施して、手術後に実績を報

告してもらい、助成金の上限金額の範囲内で実費を交付させていただきたいと考えています。（ス

ライド次をお願いします。） 

次に申請できる者としては次の者を考えています。まず①として団体を考えています。団体と

は、動物愛護活動団体であったり、グループ等を考えています。また、この団体は倉敷市内で活

動している所有者のいない猫の適正管理を推進する団体で、市内に在住または通勤通学する２名

以上の会員で構成されていると考えています。また、申請者が地域住民ではない可能性もありま

すので、申請、保護には猫の生育地域の自治会の同意が必要と考えています。続いて、②として

自治会を考えています。自治会には単に自治会、町内会、町会、区会、地区会、商工会などその

地域で自治活動を行う会などが考えられます。（スライド次をお願いします。） 

団体の例としてはスライドのような者が考えまれます。たとえば、市内で以前からＴＮＲをや
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っている方々。増えた猫をなんとか命を守りながら数を減らしていきたいと考える一般のグルー

プ。そして、一般の方とそれを手助けするボランティアのチーム。などです。（スライド次をお

願いします。） 

また、自治会からの申請としましては、２つ考えています。たとえば、ＴＮＲのみしたい。地

域住民の合意を得て、地域猫活動がしたい。など、このような場合を考えております。（スライ

ド次をお願いします。） 

以上で、この４番目までに関わります説明を終わらせていただきます。ここから、説明した内

容を踏まえまして会議次第にありますとおり、それぞれ４つの事項について皆様に審議していた

だきたいと思います。この４つの審議内容について、次回、答申案といった形で皆様のご意見を

まとめさせていただけましたらと思っております。 

以上です。ありがとうございました。 

会長： 

事務局の方から、今日の内容、テーマについて、それと、それにまつわる倉敷市が今後このよ

うなイメージでというような説明がありました。それでは、今日は大きく４つのテーマについて

審議が求められておりますので、審議を進めさせていただきたいと思います。まず、最初に猫の

不妊・去勢手術助成制度について、倉敷市はこれを実施したいという考えで今説明をされていま

すが、まず、４つに区切って、制度自身について実施するのか、最終的には実施していけないと

なってしまったら、話が違う方向にも行きますが、いろんな意見があってもいいと思いますので、

制度についての意見がありましたら、発言をお願いします。 

（１）猫の不妊・去勢手術助成制度について 

会長： 

特に不妊・去勢手術について、猫ということで飼い猫、所有者不明猫含まず猫についていうテー

マで審議して、後から、するとなっても、どのような猫を対象とするかと制限をかけていくイメ

ージをもっていますので、不妊・去勢手術助成制度、これを設けるということに何か意見がある

方はいらっしゃいますか。 

 一応、イメージでは前回にもありましたが、今回も不妊・去勢手術助成制度については実施す

ることによっては、地域猫も含めて苦情または捨てられる猫等は減っていくという他の自治体の

例もあり、私も個人的には、そういう制度はあってもいいのだと思っておりますが、それでは、
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この不妊・去勢助成制度について、倉敷市は実施した方がいいというような考えであるので、皆

さんそのような考えであるというようなことでよろしいでしょうか。 

 それでは、不妊・去勢手術助成制度の促進が必要であるということで、我々審議員方でも意見

をもっているということで、最終的には答申につなげていくということにさせていただければと

思います。 

（２）助成対象とする猫について 

会長： 

次に、不妊・去勢手術助成制度を実施するにあたって、その助成を対象とする猫について、先

ほど倉敷市から、他の自治体の例もありましたが、自治体によっては飼い猫についても実施して

いるし、飼い主のいない猫にしか実施していない自治体や両方実施している自治体もあるようで

すが、これについての意見等をお願いします。 

 倉敷市の示されているイメージでは、飼い主のいない猫としたいという感じですが、その理由

で大きいのは飼い主のいる猫については飼い主が責任をもって、まずは実施してもらいたいとい

うことが根底にあると説明されていましたが、そのことについて何かご意見、そのとおりでよい

という意見でもよいのですが、発言をいただければと思います。 

委員： 

助成対象の猫が妊娠している場合には、きっちり飼えたらいいのですが、胎児をふくんでいる

場合は産ませる方向でいくのか、まあ、妊娠していたら産ませてあげるべきだと思うが、決めた

ら決めたで、可哀そうな話だとは思いますが、まあ、倫理の範疇に入るので、この場で扱うのは

違うような気がしますが、どういうふうにされるのか。あと一点、①の助成制度そのものは、当

然、助成制度はあった方がいいと思いますが、現状、平成３０年度の倉敷市における猫の引取り

の８割以上が幼猫になっていると、これから新たな猫はいなくなるかもしれないけど、避妊去勢

をしたからといって幼猫の数が急激に減少するかというと、多分難しいのではないかと思う。 

だから、今いる幼猫に関してはどういうふうな対策を考えておられるか意向をお聞きしたい。ま

た、幼猫の月齢ですね、生まれてすぐなのか、６か月７か月たつのか、今後、猫の引取数を減ら

して、かわいそうな猫を１匹でもいなくするためには、現状の猫がどういう構成なのか、例えば

引取りをするのにしても、乳飲み子の猫と乳飲み子を終わって５，６か月で初回発情できる状態

になるのであれば違ってくるのですが、今は資料がないと思いますが、その辺りをちょっと教え
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ていただければと思います。 

会長： 

 まず、胎児の扱いについて、どうのように考えるか。この中での審議になると思うので、助成

制度を実施するにしても、雌猫が妊娠している場合は、どのように扱うのがいいと思いますか、

教えていただけますか。 

委員： 

現在、提案事業で地域猫活動をさせていただいて３年目になります。倉敷市の美観地区とか駅

前辺りで実際に町内会や商店街の皆様と協力して、今、不妊・去勢手術をすすめているところで

す。その活動の中でもそうですし、町内会とは別の個別のＴＮＲの相談でもそうなんですけど、

妊娠している猫がほとんどです。やっぱり、産ませるか産ませないかということは、相談された

方とか町内会でよく話し合いをして、産んだ後に受入れ先があるかなど、その時々で、話し合い

をしながらすすめていっています。 

会長： 

今の話は、猫の状態、また地域の状態、理解度によって個々にパターンが違うという、実際の

活動されている委員の知見がありましたが、他に何か発言がありませんか。 

 委員、今の発言でよろしいでしょうか。 

委員： 

はい。現実的な事ということなので。 

委員： 

まず、助成制度につきましては、動物を殺してしまうという観点からは反対という立場から助

成制度を導入すべきであると思っています。対象猫につきしては、倉敷市の説明を聞きますと、

だいたい団体が主だということを理解しました。団体もしくは自治会ということで、また個人で

あるならば、証明として友人を１人プラスすれば、個人でも対象として受け入れるということで

よかったですかね。 

会長： 

その部分については、倉敷市に説明してもらえばいいと思いますが、一応、考え方としたら、

倉敷市が他自治体の例であったり、倉敷市の今現在のイメージ的なものを示されているので、そ

れに我々は審議委員としての、答申として、最終的になんらかの回答をするようになると思うの
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ですが、その時に、今の倉敷市の考えが、すべてその通りであるという事でいいのであれば、そ

れでよいですし、そうでなければ、委員が発言されたように、個人ではなくて、もう１人友人で

もプラスしてもよいのではないか、また、極端に言えば、１人でも受けいれることができるとい

うことを、今現在は、倉敷市は考えられているが、我々が答申する時は、それにぴったりでなく

てもいいし、場合によっては、抽象的な部分で包括するようなのでいいのではないかと思うし、

具体的に示すものでもよいと思います。 

委員： 

個人でお願いしますとした時に、もし、飼い猫であった場合、よくわからないでしょう。判断

する方も本当に飼い猫なのか、野良猫なのか、判定できないと思います。犬であれば、登録制度

があるのでわかりますが、猫の場合はわからないと思います。そうしたら、自治会のない地域も

ありますし、自治会、自治会とよく市は言われますが、市内には自治会がない地域も結構存在し

ていることを考えると、会長からお話がありましたが、冒頭、飼い猫ではない猫を対象にという

事務局からの説明がありましたが、私は意見として、飼い猫も含めてもいいのではないかと思い

ます。 

会長： 

助成制度は導入すべきであると、そして、対象とする猫に飼い猫も含めてもいいのでないかと

いう意見ですね。今の意見も含めてどうですか。 

委員： 

うちには猫が１匹います。もとは野良猫でした。うちに転がり込んで来て飼いましたが、３年

ほどたった去年の５月に突然家を出て行方不明になりました。それが、今年の４月に突然帰って

きましたが、右耳をカットされていました。うちの猫は雄猫でしたが、去勢手術はしていません

でしたが。去勢手術をしようとしましたが、女房が可哀そうだという事でしていませんでした。

行方不明になる前に風邪をひいたのか、咳をしたり、しゃがれ声になって、動物病院へ行ったら

気管支炎だということで、しばらく薬をやっていましたが、１週間ぐらいしていなくなりました。

これは死んでしまったのかと思っていましたが、帰ってきたわけで、そういう制度が倉敷市内で

もあるのでしょうか。ＴＮＲをしているところは。 

事務局： 

正確に把握はしていないのですけれども、ＴＮＲだけをされている団体からはやっていますと
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いうことをお聞きしたこともあります。あと、個人の方でもＴＮＲをやっている、先ほどスライ

ドでお示しましたが、所有者がいないということがわかっている方に対して檻をお貸して、不

妊・去勢をしてもどされているというようなことを個人の出費でされている方はいます。倉敷市

が把握されていない方もおられると思います。耳をカットするかどうかはわかりせんが、おられ

ます。 

委員： 

猫の手術ですけど、委員が言われましたように野良猫も飼い猫も区別が難しいと思いますが、

うちの猫が飼い猫であると近所の人はみんな知っていると思いますが、その猫がほぼ１年間いな

くなって帰ってきたということは、どこかで飼われたということもあるのではないかと思うので

すが、そういうことでやっているのかと思って聞いてみたのですが。 

会長： 

たしかに、猫は室内飼いを行政等は推奨していますが、実際には、まだまだ家の中と外を行き

来する猫が多いという実態があり、そして、私が過去に聞いた例では、外と中をうろうろしてお

り自分のところで飼っている猫がよく見ると名前が２つあった。なぜかというと２軒の家で飼わ

れていた。お互いにその猫を飼っていると思っていた。その２軒の間を行ったり来たりしていた

猫であったという、ちょっと特異な例かもしれませんが、そういうこともありました。猫につい

ての飼い主であるとの証明は登録制度もないことだし、なかなか難しいのではないでしょうか。

行ったり来たりしている猫であったらと思いますが、その辺りのところは、委員、どうですか、

意見というか、飼い猫、飼い猫でないというあたりはどうですか。 

委員： 

家畜じゃない動物ということで、普通は所有権の概念としては、所有の意思があって占有して

いる。占有というのは自己管理下にあっているという理解でよろしいかと思います。犬はいいで

すかね。私は犬を飼ったことはないのですが、犬は放し飼いで飼っているとは皆さんの認識はな

いと思いますので。猫は室内飼いだと間違いないと思います、明らかに占有だと。どうも日本に

おいては飼い猫でも外に放すという習慣があるのもですから、難しくなると思いますけど、やっ

ぱり基本的には占有時間の長い、そうしないと管理していると言えないので。２軒で飼っている

と言っても、自分のものだと思っているだけで、餌のやっているだけで、実際は管理している時

間がなければ、それは２軒の家が所有している猫とは言わないのじゃないかと思います。私は所
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有の意思と占有で見分けるのが普通であると思います。 

委員： 

飼い猫であっても猫を外に出すと糞尿の被害などがあるので、そのへんは保健所の方でも猫の

飼い方のマナーを指導していただいていると思いますが、それに加えて、迷子札を首輪につけて

もらうということやその首輪がはずれてしまった場合でも首輪がすれて毛が短くなって首輪の

跡がついていることもありますし、ある程度一定期間、その猫が来たとしてもすぐには手術せず

に、１か月２か月いるという段階で手術しているところです。 

委員： 

先ほどの質問は、どういう時にこの猫を所有しているかという話でしたよね。それは、飼い主

がいない猫はどうしたらわかるでしょうという話でしょう。ちょっと観点が違いまして、どうい

った時に、この猫が自分のものであると言えるかは、例えば、これは実際にあった事案らしいの

ですけど、ボランティア団体の猫のことで、自分の猫と主張して、返せとなった話です。その時

は、返せという方が自分が所有者ということで所有権と占有下に置いていて、ただ今は占有から

離れているけど、こういう猫を飼っていましたという証明をやったらしいです。先ほど委員がお

話されていたのは、飼い主がいないということで、不妊手術をして耳をカットしたことが違法で

ないと、つまり飼い主がいないということの証明方法なので、この場合は、所有の意思があるな

しの確認をするとなると、本当に管理しているのかどうかということでなくて、飼い主がいると

明らかにわかっているのにやってしまうとまずいと常識でわかると思いますけど、法律構成はこ

こではご説明しませんが、所有意思があるか、占有があるかではなくて、飼い主らしき何か証拠

があるか。例えば、首輪がついていて名前がついていてチップまで埋め込んでいるような猫が、

占有から離れているから飼い主がいないとは、それはおかしいでしょう。ということです。善意

の過失とか、そういう要件がありますが、そうじゃないという事がおわかりになると思いますが。

ちょっと観点が違うのですが、この猫は自分のものである、誰々のものでいう証明と所有者がい

ないと思って不妊手術を実施したとしても責任をとられないかという要件はちょっと違うとい

うことを一応確認させていただきました。すいません、私、この分野あまり得意でないので、上

手に説明できないのですが。 

委員： 

今の一連の話の中で、実際に避妊手術を実施した動物病院に、実は、どこかで飼われていた猫
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であるが、飼い主がいない猫だと言われて手術してみたら実は飼い主がいて、飼い主から、なに

勝手な事をしたんだと言って病院に怒ってきた場合には、手術を実施した動物病院が悪いのか、

頼んだ方か悪いのか、どちらなのか、自分の勉強の件もあるので、教えてほしい。 

委員： 

先ほどの例でもあるように、悪いのかどうかなのではなく、責任を問えるかということがある。 

委員： 

飼い主の意思に反して勝手に手術をしたということで。 

委員： 

その時には、まず要件として原告側（飼い主）の方は自分に所有権があると特定しないといけ

ない。それができなかったら、もうそこで終わりです。そちらに不注意があろうがなかろうが。

所有の意思があって占有していたが、今は占有から離れてしまった、それでそちらにいた猫が確

かに自分の猫と同じ猫であると特定するという問題があり、これをクリアして初めて次の段階に

いけるので、まず、たいていそこで挫折します。それをクリアして次に、この人には所有権があ

って請求権があるとわかったら、次に責任があるかないか、例えば、チップがあるのに所有者の

いる猫と気づかないで手術を実施したりすれば問題があるでしょう。次の問題に進むので、仮に

所有者だとわかったからといっていきなり自分の方が正しいと証明をするという流れには法律

上はない。考え方としても、少なくとも法律の手続きとしてはない。確認をきちんとしていなか

ったら必ず責任をとるのかというとそれは違います。倫理の問題とか、人道の問題ではなく、法

律上に請求されるかと言えば、まず原告としてそもそもなりたつか、なりたたなければお医者さ

んとして不注意であろうが、ＴＮＲの団体としていいかげんだったとか、そういう問題にはなら

ない。 

委員： 

実際に手術等をされている動物病院の先生においては、その辺がすごくナーバスになると思い

ますし、動物愛護法の改正により犬猫にマイクロチップを埋めることが義務化されるが、猶予期

間があり、全部の猫が今すぐマイクロチップを埋めなければならないとなると、どの犬猫でもマ

イクロチップによりすぐ判明するわけでないとなると、地域の人達にとって十分周知して頂いた

上で実施しないと、手術をされる動物病院が余計な心配をすることになる。聞き取りに関しては、

１人が２人で、３人であればよいのか、というような話になるので、もうひとり人数がいたらい
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いというものでないと思うので、活動されている人は十分注意されていると思うのですが、制度

がしっかり進むに対しては、やっておいたほうがよいと思う。あと、耳をカットするのも、耳カ

ットが一番現実的だと思うが、例えば、左側をカットしたら雄、右側をカットしたら雌とそこま

では考えられていませんか。 

会長： 

今、耳カットについて実際にやられているところは、個人でやられているのは別としても、多

分、雄が右で雌が左ですかね、そのようにわかるよう系統立ててされているところが多いように

聞いています。そして、話がちょっとそれて先ほどの話にもどりますが、もしＴＮＲ活動をして

いる人が猫を動物病院に連れてきて、それを不妊・去勢手術したら飼い主がいた。その時、動物

病院も責任を問われるか、それとも連れてきたＴＮＲ活動をしている人が責任を問われるか。私

は、動物病院をしていない第三者の感覚として、連れてきた人が自分の責任で手術をしてくださ

いと技術者のところへ連れてきたのではないかとイメージしているですが、それに伴い対価を動

物病院はいただきましょうということです。ただ、ＴＮＲ活動をしているという事で実際の申し

出の際は困ることがあるのかもしれませんが。と思うのですが、委員どうですか。 

委員： 

現実の動物病院の獣医師ですが。現実に野良猫という線引きが我々の現場でも正直困ることが

多々あります。連れてこられる猫の中で、名前もついていて、結構きれいで、人懐こくて、明ら

かにこれ飼われている猫ではないかというのも野良猫ということで来られるケースもあります。

ただ、うちの病院とすれば、さっき言われている耳カットが最低条件ということで、野良猫とい

うことで手術させていだく上では耳カットはさせていただきます。それを拒否される場合は、飼

っている猫ということで対処させていただいています。で、現場の人間としては、先ほどの、野

良猫として手術をしたら、実は飼い主がいた。そこでトラブルになるというのは、現状ここ５年

１０年 1度もありません。ただ、そういう事が今後問題となるとすれば、はっきり言って我々と

しては手を出せない事になってくる可能性があるので、先ほど、委員が言われた野良猫を対象と

するのでなくて、すべての猫に助成をするのであれば、逆にそれを考えなくてもいいのかなと思

いながら聞いていましたが、ただ、市の補助金の金額の問題もあると思いますが、現場の人間と

しては野良猫という地域の猫の線引きが一番困ることが多々あります。一応、病院では耳カット

はさせていただく、それによって線引きをさせていただいています。 
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委員： 

耳カットというのは、避妊をした猫が全部していると思っていたが、そうではないということ

で少しびっくりしておりますけど。先ほどの猫が妊娠している場合、他の自治体の状況を見ると、

堕胎の経費も補助の対象にすることも可能とすると書いてあることもあるので、その場合には少

し経費もかかることなのかと思っておりました。私はその前提として、不妊・去勢手術の助成制

度は有効だということはまず間違いないと思いますが、その次の助成対象とする猫と助成対象者

の二つはある意味リンクしていると思うので、先ほど委員が言われたように飼い猫をＯＫとする

ならば個人でもいい話だし、ＴＮＲということで地域に戻すということだけであるのか、地域猫

としてずっと面倒をみるということになるのと、ずっと面倒をみますという猫を対象とするので

あれば助成対象者は面倒をみますという人でないといけないし、とりあえず不幸な妊娠で地域に

野良猫が増えていかないということであれば、また違ってくると思うので、②と④はある意味、

セットになる部分があるのではないかとお話を聞きながら思います。その前提として、今、倉敷

市でこういう地域にいる野良猫問題について前回の答申以降、どれくらい地域に広報活動されて、

クレームがたくさんあるところで受入れの土壌ができているか、ご説明をいただきたいと思いま

す。 

会長： 

倉敷市さんどうですか。 

委員： 

前回の答申から何年もたっているが、ここで不妊手術の助成をしようとしたということは、そ

れ以外の部分、地域で猫をきちんと管理していきましょうとか、自分とこの猫は捨てたりせずに

最後まで飼いましょうというような事も含めて、あと、町内会とかで地域猫としてやっていこう

としているところが増えているとかいうような、前回の平成２１年度から現在まで、どういう啓

発活動をされてきたか教えてください。 

事務局： 

啓発活動としましては、飼い主に対しては先ほどスライドに示しましたように答申を得られた

後も不妊・去勢手術ですとか首輪をつけて飼い主を明示するとか、室内飼養飼いというような事

も継続して啓発させていただいています。それで、平成２４年の動物愛護法の改正により、引取

りの拒否とか、飼い主の終生飼養、つまり最後まで飼い主が飼っている動物の寿命がつきるまで
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飼いましょうということですが、示されたことがありますので、例えば容易に保健所に持ってき

た方がおられましたら、反対にお引き取りはできません、まず、不妊手術をしてくださいと指導

させていただいたり、啓発をさせていただいております。所有者のわからない餌だけをやってい

て所有していないような猫についても、餌をやっている人がわかれば、その方に餌の管理とか、

トイレも管理できるのなら管理してほしいということと、不妊・去勢もできるならやってくださ

いと指導しております。それと、毎年広報くらしきの方にも猫についての飼い方の啓発というこ

とで掲載させていただいております。その中で室内飼いを推奨したり、不妊・去勢の記事も載せ

させいただいております。 

委員： 

倉敷市としては、そういう飼い主のいる猫については十分啓発をしているので、こういう不妊

手術の助成ということは必要がないから、飼い主のはっきりしない、もしくは地域で世話をして

いる猫を対象にするのが今の実情にあっているということでこの資料ができているということ

ですね。あと、もう一つは、飼い主のいる猫についても助成制度があるのではないですかね。 

事務局： 

公益社団法人で岡山県の中で１団体が飼い猫について助成金を出されています。 

会長： 

私は動物愛護財団からこちらに来させていただいていますが。動物愛護財団では会員の方とい

う枠はありますが、寄付で賄おうとしておりますから制限がありますが、会員の方１世帯に限り

１回かぎり１頭かぎりで不妊・去勢の助成をしています。雄については３，０００円、雌につい

ては５，０００円です。そして申請期間を今年でしたら、６月２１日から１２月２０日までに申

請して、申請後に手術をして１月末までには明細書等をつけて申請するシステムで対応していま

す。あくまでもこれは飼い主のいる猫で、飼い主のいない猫・犬については対象ではありません

ということで６年目ぐらいですかね、やっているところです。そして今倉敷市の提案の中の説明

では保健所に収容されている猫はほとんどが幼猫でその中の８割以上が所有者のいない猫であ

るので、それらに対する対策として、ただし、その猫はまだ小さいので、対象としているのはう

ろうろしているそれなりの猫で、それらを不妊・去勢することによって、それらを放すことであ

るので、直ぐに個数が減るのではなくて、その個体からの繁殖はしないということで数年先には、

長期的にみて効果がでてくるとイメージされている。そして先ほどのスライド中で、先進的に実
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施している自治体の例をみても、実施する前と直近ではかなり減っているというデータが出てお

り、財源も限られる中では、最初は所有者のいない猫を対象とするべきなのかなという感じもし

ているところですが、まだ、発言されていない委員どうですか。 

委員： 

飼われている人はマイクロチップの装着とか放し飼いにしないとかは当たり前のことですし、

そういう事の啓発はしっかりして行かれるべきだと思います。所有者の意思と所有者のいない猫

をどうするかが問題であるので、そのことに対して、まず対策をとることが一番であると思いま

すし、他の地域でも、私は瀬戸内市民ですけど、瀬戸内市からも広報の方から情報をよくいただ

きますし、よくわからなければ、出張して、町内の方に説明もしますということで。広報等での

飼養管理は啓発されていると思いますが、それが出来た上で、最近瀬戸内市でも町内会でまとめ

て、そのような話を持ってきてくださいという事もしますし、野良猫対策をまず一番に済まして、

対策が進んでいけば、より管理者全体の動物飼育に対する意識が変わってくるのではないかと思

います。先ほど、飼っている猫に対する助成ということがありましたが、それよりもやはり、野

良猫の対策を考えられるべきではないかと私は思います。 

会長： 

まだ、発言されていない委員。 

委員： 

私の住んでいる地域には高齢の方が大勢いまして、高齢で猫を飼っていますが、雄ですが去勢

されていなくて、田んぼで放し飼いをされています。その猫が、たまたま我が家のベランダに上

がってきて、あそこの猫だと思って、ある日、「去勢されていないですか」と聞いたところ、「し

てない」と返事されたので、「なんでされないですか」と再度聞いたら、「雄だから」と言われる

んです。概念として、年配の方にはかなり避妊とかに興味がないようである。近所には別に年配

のおばあちゃんがいて、猫は飼っているが避妊はしないという方です。「子猫が生まれたらどう

するの」と尋ねると、「小さいうちは捨てられないから、自由に歩けるようになったら捨てる」

と、聞いたらえっとなる話ですが、そういう方もいらっしゃいます。我が家も猫を飼っています

が、ドアを閉めていても家の中に外から入ってくる猫がいるので、我が家では避妊をして、ワク

チンを接種して室内飼いしているのですが、そんな猫もいます。話が前後してすみません。 

委員： 
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そういう話は結構多いですよ。不妊・去勢手術という認識がそもそもない人がおられますし、

餌やりに対してなんら罪悪感をもっていないし、うちの地域では、飼い猫の方が多いかもしれな

いが、出入り自由で飼っている人が多いです。私が先ほど言いたかったのは、地域猫も家族で飼

う猫も結局飼われているんです。地域で飼うか家族で飼うか、地域で飼う場合は助成対象になり

ます。家族で飼う場合は助成対象になりません。その辺りが私はややわかりにくいんですが。そ

れからＴＮＲの場合はこれ自然淘汰でしょう。結局、不妊・去勢手術は実施します。で後は餌や

りもしないわけでしょう。地域猫はやっても。 

委員： 

結局ＴＮＲでも餌はやります。 

委員： 

文書だけ読むとＴＮＲ活動か、委員が市民企画提案事業でやっているのは地域猫活動ですね。

一応縦で分けます。市民企画提案事業で地域猫をやっています、一方で、ＴＮＲ活動は不妊・去

勢手術を実施して自然淘汰を、減らしていくことですよね。 

委員： 

地域猫も最終的には自然淘汰になります。ＴＮＲ活動がしたいと言われる人は、餌をやってい

るうちに１年たち、お腹が大きくなってきた、で生まれちゃって、初めて手術しなければとなり

ます。という半分飼っているように周りからは見えるけれども、自分としては飼っているつもり

はないというか、お世話はしているけど責任は取りたくない。飼っていると明示して、糞尿の掃

除とか、車を傷つけたとか、ご近所に迷惑をかけているので謝りに行くというようなそこまでは

したくない、責任を負いたくないので、あくまで飼ってないというスタンスで、でも、それ以上

被害が大きくなったらご近所の目もあるので、今までどおりしていたいのだけれども、被害を拡

大しないためにとりあえず手術をしておこうという考え方の人がいます。 

会長： 

私もＴＮＲ活動については、地域猫活動になると更にハードルが高くなって、そこで迷惑をか

けられている人も猫の存在について認めて、同意が受けられた段階で地域猫活動になると思うが、

そこに至るにはかなりハードルが高くてそこまではできない。ただ、餌をやる人がいて、そして、

猫が増えていくのが困るので放すという活動、つまり、地域猫活動までいっていないレベルのボ

ランティア、餌やりの活動の中で、猫が増えないようにすることかなと思います。言葉で書いた
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ら、捕まえて、不妊・去勢して、放すだけということになります。ただ、実際には亀山委員が言

われたようにほとんどの場合、後の少なくとも餌とかはやられているように思いますが。あと、

愛玩協会さん、対象猫をどのようにするかという上で、特にＴＮＲまた地域猫も飼い主のいない

猫については対象とするかいうことで、意見をお願いしたいのですが。 

委員： 

助成対象としましては、大きな意味では飼い猫も対象に含めた方がいいとは思うのですけど、

それは飼い猫はやはり自己責任という範疇でして、しかし、飼い猫が生んだ子猫が野良猫になる

可能性があるわけで、その面ではどうかとは思うのですが、しかしながら、まずは、所有者がい

ない猫を対象にするべきだとは思います。ＴＮＲした猫や地域猫も随時なんらかの方法で紹介し

ていただいて、もし、飼いたいという人があらわれた場合、それは譲渡するという制度もあった

らいいかなと思います。 

会長： 

あとまだ、２題ほど審議がありますので、一応、助成対象については、飼い主のいない猫を中

心と考えていただきたいというような感じで、将来的には、飼い主のいる猫も考えてくださいと

いうような事が盛り込まれればという感じですが、当面は飼い主がいない猫、地域猫、ＴＮＲに

ついてもイメージができたらと思いますが。それで、対象猫については、よろしければ次にいか

せていただきたいと思います。 

委員： 

ＴＮＲ活動ということと地域猫活動の二つの定義として書かれている事と、先ほど亀山委員が

おしゃっていることの間に明確な差はないですよね。 

委員： 

あります。 

委員： 

ありますか。ここで書いているといったら、トイレの設置等をしたりしてということしかない

ような気がしますが。 

委員： 

まず、地域猫活動というのは今試験的にしていますが、困っている人が個別に個人で会に相談

してこられますが、そこでもし、ＴＮＲ活動をするというのであれば、個人と会とのやりとりで、
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不妊手術をして元に戻して、餌やりなんかもマナーを守ってしてくださいと指導させていただい

ていますし、糞尿があったら周辺の美化もできる範囲でしてくださいと奨めています。地域猫活

動までしたいということであれば、地域住民の方を個別に廻っていって、町内会長さんに住民の

方からしていただいて、役員会で地域猫活動が何かという説明をしていただいて、役員の方の承

諾を得たら、会と町内会で誓約書を取り交わして協力して活動していくというスタートとなりま

す。 

委員： 

地域の合意があるかないかというところが一番大きいですか。 

委員： 

そういう事です。はい。一応、ＴＮＲをしたいとおっしゃる方にも、隣近所には手術したいの

だと思っていると伝えていただくとか、町内会の集合とかがある時には、こういう活動をしてい

ると言った方が、スムーズですよ、何か問題があった時にも、飼い猫が間違って手術された時に

も責任を問われることを防ぐこともできますよとお伝えしています。結局、責任が誰にあるかと

いうことで、誰の責任で進めていくかという形になります。 

委員： 

ＴＮＲ活動だと、友達と２人でも申請できるし、地域猫活動だとしたらば町内会とか自治会と

か広い範囲の代表からの申請になるであろうと考えてよろしいか。今、地域猫活動をされている

人はそういう考え方ですか。 

委員： 

そういう認識です。 

（３）助成金額について 

会長： 

続きまして、３項目の助成金の金額についてですが、前回の審議会で倉敷市の方から雄、雌１

０，０００円程度という話しが出ていましたが、今回、他の自治体の助成金額や市内の動物病院

の手術費用などを先ほど資料として提示されておられます。金額について、一部助成とするか、

一部助成とするとどのような額が適当かという意見もありますが、助成する場合の金額について、

意見をいただけたらと思います。 

先ほどのスライドの中では、雌の助成額の大きいのは１０，０００円で、額が小さいのは雄で
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は５，０００円くらいであったと思いますが、また、雌の不妊手術費用の平均は２１，８６０円

であったように思いますが、何か意見はありますか。 

委員： 

７ページの手術の費用面について、市内１２の動物病院の価格が書いてありますが、これが正

規の料金でしょうか。それとも野良猫とか飼い主のいない猫を避妊されている方々が不妊手術に

行った時の料金なのか、そのあたりがちょっとわからないので、教えていただきたいのです。 

会長： 

資料７ページの上の手術費用面についての説明をお願いします。 

事務局： 

この費用については一般的にお示しする正規の料金というか、一般的に動物病院は飼い猫の手

術をするというのが普通だと思いますので、基本的には区別はないということを皆さんからお聞

きしており、その正規の料金を示させていただいています。 

会長： 

私の理解では個体により、状態により当然料金が違ってくると思いますが、動物病院で手術を

実施する場合、通常の健康状態であれば自分の動物病院であれば普通はこれぐらいの料金という

ようなものが示せているような感じの調査でよかったですかね。 

事務局： 

そうですね。それで、やっぱり状態によってはプラスされると思います。たとえば、ノミ・ダ

ニがついていればノミ・ダニ駆除とか、まだ何も検査をしていなかったら検査費用がプラスでか

かってくるような料金となり、猫の状態によっては料金が違ってくるのでないかと思います。一

般的な手術費用という事です。 

会長： 

参考までに、この１２の動物病院は倉敷市内の動物病院ですか。 

事務局： 

倉敷市内です。 

会長： 

委員、料金のことはどのようですか。 

委員： 
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正規な料金としては、これは平均点な料金だと思います。これは全国的にみてもそんなに高く

設定されていないと思います。前回の話で１０，０００円という話があったと思うのですが、わ

かりませんが、この手術費用の平均の半額ぐらいでいいのではないかと思います。大雑把な考え

方ではありますが。もちろん、１０，０００円となれば雄猫の去勢手術はそれ以下で済んでしま

うこともありますが、先ほど話のありました雌猫の不妊手術の場合に妊娠している、していない

で我々の負担も変わってきますが、資料に書いてあるのは当然妊娠していないパターンとう判断

で、妊娠している場合は、他の病院のことはわからないですが、うちの病院ですとやっぱりプラ

ス５，０００円かかってきます。そういう事を踏まえて考えて、普通の避妊手術ということでい

いと思いますが、私の考えだと、はっきり数字でいうと手術費用の平均の半額でいいと思います。 

会長： 

ほかに何か意見はありますか。 

実際には先行している自治体があるので、当然今回のスライドにもありましたがそれらを参考

にして助成額をだされるのではないかと思います。また、垣野委員からは大雑把ではありますが、

平均の手術費用の半額という意見もありました。前回、正式なものではないが雄雌とも１０，０

００円ぐらいのイメージを持っていると事務局で発言されていましたが、雄雌によっては手術費

用の額が大分違っているので、いくらか差があってもいいのではないか思ったりもしますが。何

か意見はありませんか。 

委員： 

まず、半額とか 7割の助成で、１００％の助成というのはないと思います。もし半額とか率を

決めるとしましたら、それぞれに上限額があってもいいのではないかと思います。病院によって

費用が違うということがありますが、率だけでいいますと５，０００円のところは２，５００円

になるし、１０，０００円のところは５，０００円になってくると思いますし、先ほどの平均的

料金の半額程度を上限としてというような。半額よりは私は７割ぐらい助成してもいいのではな

いかとも思っています。全額助成というのはいかがなものでしょうか。 

委員： 

私は素人ですから相場というのはわからないのですが、また、資料７ページに書かれている費

用の半額といのも妥当なのかもよくわかりませんが、たとえば、地域の防犯灯を設置する場合、

市が１５，０００円ぐらいの補助がでます。防犯灯を設置する業者は山のようにありますから、
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この動物病院の数とは比ではないぐらいの数があって、実際に市が補助を出す１５，０００円で

設置する業者もいます。高いところ５０，０００円というところもあります。それを地域で選ぶ

のですが。その価格設定というものはよくわかりませんが、実際に手術を実施する垣野委員がこ

この半額でいいというのは、そんなに高いものではないと思います。 

会長： 

金額について審議していただきたいということなのですが、他の自治体では定額がほとんどで

すが、それを踏まえて、実際に倉敷市内での１２動物病院での手術の実態を見て、最終的に場合

によっては、金額などは他の自治体の例を参考に全額助成するのではないが、依頼主の負担が少

なくなるように設定するようなことでまとめることで検討させていただいてもよろしいでしょ

うか。 

委員： 

金額を決めるのですが、市の方の予算はどうなんでしょうか。たくさん申請がきた時に、それ

に対する対応は考えられていますか。 

会長： 

先ほどの説明の中で頭数に制限を設けないけれど、ただし、予算の範囲内でとの説明がありま

したが。 

事務局： 

予算には限りがありますので、今後予算を要求していくと思いますが、予算の範囲内で助成を

していくようになります。範囲を超えて申請がある場合は次年度に次年度にと継続していくよう

になると思います。 

（４）助成対象者について 

会長： 

それでは４番目の助成対象者について意見を求めたいと思います。先ほどの市からの説明では

１人でなく２人以上の複数のグループで申請または自治会による申請を想定しているとありま

した。また併せて地域の人の同意も必要であるとしているように思われますが、今までも少し出

ていると思いますが、みなさんの意見を聞かせていただければと思います。 

そして、先ほどの地域猫活動とＴＮＲ活動の違いのところで、よくわからないとありましたが、

私も地域猫活動については、あくまでも餌をやっている方以外に迷惑をかけている方、つまりそ
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の地区の自治会の住民の方々もそういう事をすることを認める合意を受けることができている

のが地域猫活動で、その合意を得るための話し合いや協議に日にちとかエネルギーがかかったり

するので、このあたり負担をすべてクリアすることはなかなか難しいというところが、一番大き

な違いではないかと思っています。そして先ほどでは、一応飼い主のいない猫を対象にするとい

うことでしたが、今度は人の方での審議でございます。 

委員： 

周辺地域の合意があるかないかというところが大きな違いではあったとしても不妊手術をし

ようと思っている人の最初の想いが一緒であれば、どちらも対象にする方がやり易いと思います。

ただ、その前提として地域の人、それから亀山委員のようなボランティアで地域猫活動を進めて

いこうと思っている人と行政が協働していかないと、どこかが抜け落ちると続いていかないと思

いますので、この制度をつくった後の繋ぎについて、例えば、定期的に１年に１回とか地域猫活

動でされている人であったらアンケートをとったりして今後のことを考えていき、また、その中

で対象とする団体や対象とする猫を絞り込んでいくという、１回決めたという事ではなく見直し

ができるような啓発活動をしていただくという事を条件につけて、最初は２人以上もＯＫかなと

思います。ただし、ご家族２人というのはだめだと思います。 

会長： 

今の意見は２人以上であれば、地域猫活動までもできていなくても１年に１回はアンケートや

情報報告というような、やりっぱなしではないというようなことを条件づけとして少数の人でも

いいということですか。 

委員： 

すぐには条件づけできないかもしれませんが、そういう想いを行政がもたれる必要があるのか

なと思います。 

会長： 

なるほどです。助成した後もしっぱなしではなくて地域のことを把握するように行政にしても

らいたいということですね。 

委員： 

はい、やっぱり生を全うしてというか、効果があらわれているかという事は見ていく中で対象

が増えるかもしれないし、逆に、しぼっていくというか、そういう事も何年か後には検証してい
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ただいたらと思います。 

会長： 

とりあえず、最初は少ない人数のところも対象として、後は、そういう検証しながら変更して

いくということですね。 

委員： 

どちらがいいのかは、よくわかりませんが。最初に厳しくしておいて緩くするのと。どちらが

いいのか、現実がわからないので。 

委員： 

私たちが相談をもらうのは、ある自治会から相談をもらうのではなくて個人が多いです。１世

帯とか近所の２、３世帯が一緒に困っているといった、何十世帯からの自治会からまとめて意見

をもらうことはないです。自治会とか大きい団体でくると申請とか何とかいって手続きが面倒で

すし、即効性としては難しいのではないかと思います。 

委員： 

 ２人がいいかどうかはわかりませんが。 

会長： 

 市民の方がなるべく利用し易いような方向でいうことで。 

委員： 

 現実、動物病院としても自治体というか、ある団体からというケースよりほとんどが個人から

です。私の住んでいる町内では、町内の方と話をして手術を実施していますが、それ以外では、

まず個人の方が言われてきまので、窓口としてはそこから拡げていくのが一番かと思います。 

会長： 

ほかに何かありませんか。 

今、意見を頂いた中で飼い主のいない猫を、この問題を解決には、まず幼猫の数をなるべく少

なくする。さらには飼い主のいない猫について不妊・去勢手術を実施する。それをする時にも、

猫を連れてくる方は確かに１人ではちょっと問題があると思うので、地域猫活動でつれてくる猫

でもいいのではなかろうかという意見が多くあります。そして、少人数でもというのも、実際に

困られている市民の方が申請し易いような対象にできればよいのでないでしょうか。ほかに何か

ありますか。 
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委員： 

資料の１１ページを拝見しますと市がイメージしているのは、明らかな団体とかグループとい

うことにこれですと読めますが、ここまでいかなくてもいいというようなお話ですか。 

会長： 

いえ、あくまでも１人ではいけないのではないかなということで。言葉でいえば２人以上にな

ると思います。ただ、このイメージというのは、先に申請して了解を得られて手術をして、後か

ら助成金を交付するという流れで、助成制度を実施する場合によくあるパターンで、我々が実施

している飼い主がいる猫の場合でも、もう手術をしてしまったが動物病院でそういう助成制度も

あるということを聞いたので、これを助成してくださいということが結構ありますが、そういう

のに対しては、先に申請をしてでないと助成はできませんと対応させていただいております。 

委員： 

私も委員と同じイメージの質問でして、普通、団体と複数申請は違います。団体、権利なき社

団とか難しい法律用語とかもありますけど、自治会、町会、商工会ですと典型的な団体ですよね。

①の団体と言えば、亀山委員とかの動物愛護活動団体も明らかに権利なき社団で団体なんですけ

ど、２人以上の狭い意味のグループというのは２人以上で申請すればいいですよという事であれ

ば、それは団体ではなくて個人が２人いるということです。もしくは３人いるという事で大分要

件が違ってきます。理屈の問題というよりは、市で条例をつくる時に言葉遣いが全然違ってくる

ので、どちらがいけないという話しではなくて、純粋にわざわざ１人ではダメと言っているから、

２人以上ならいいということなのか、所謂これほんと変な言葉ですね、権利なき社団という法律

用語なんですが、それだけで貯金通帳が作れるぐらいのまとまりのある団体というのまで要求す

るのか、ちょっとはっきりしないので、そこは今のご説明では、どちらでもいいのか、どっちか

にしろということなのかは、少なくともそこは明らかにして答申しないといけないのではないか

と思います。 

会長： 

グループのところですね。 

委員： 

そうですね、グループというのは個人が３人いるとか４人いるというのがグループだし、自治

会の広い意味でグループですね。普通はグループというと２人以上、１人ではないよ、いうだけ
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のように聞こえますね。それでよければそれでよいので、その時は団体という言葉を使わないこ

とですね。 

会長： 

団体またはグループというような言い方でいいのですか。 

委員：ありがとうございます。 

そのほうがまだいいかもしれないですね。権利能力なき社団という言葉を説明していたら３０

分以上かかってしまいますので、要はですね、単純に団体ということで答申したら、市でつくっ

たのが個人の複数申請なのか、所謂権利能力なき社団ぐらいのまとまりを持ったものなのか、わ

からないまま、市の都合でつくってしまって、後で文句を言われたらお気の毒でしょうという話

です。 

委員： 

助成対象の猫ということを地域住人の２人以上が所有者がいないことを証明したらいいので

あれば、２人が証明してくれて、例えば私個人が申請してもいいのですかというニュアンスとい

うことなのか。じゃなくて、例えば〇〇グループと名前をつけて構成員が誰と誰ですというのを

出さないといけないのか、ＡさんとＢさんがこの猫は地域で誰も飼い主がいないですよというこ

とに同意してくれた書面をつけて個人が申請してもいいんですかというところと、ここに書かれ

ている自治会の同意が必要というところのハードルが大分違うかなということですね、委員。 

委員： 

そうですね。今の例えで言えば証明者２人いるという要件の問題なのか、申請者の属性の問題

なのか、ちょっとわからなかったですから。時間がないので１つだけ申し上げます。所有者がな

いことの証明ということと、先ほど言ったように、この猫は所有者がいないことを証明しますと

個人が書面をだしてくれることは少し話が違って、多分要件として、資料９ページの助成対象の

猫ということころで、後から気が付いて申し訳ないのですが所有者がいないことの証明という文

章をみて、所有者がいないことの証明を要件としたらまずいと思います。所謂、ないものの証明

は悪魔の証明とか言われて、安倍首相が言って有名になりましたが、法律上何かがないことを証

明せよという事で、普通条文つくりませんので、多分、要件として所有者がいないことを証明し

てくれる人を２人つけるとかならいいのですが、対象猫の要件として所有者がいないことを証明

しなければないということは少しまずいと思います。もし、するとすれば、所有者がいないと信
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じるに足りるだけの状況を証拠に残しておくこととか、所有者がいないと宣言してくれる人の署

名等をつけるというような要件の方の話であり、対象猫の要件として所有者がいない証明のある

猫というのはどうなのかという気がします。 

会長： 

法的な部分での言葉の遣い方、また、説明の仕方を注意するということですね。 

委員： 

助成対象の猫としては、所有者いない猫であることだけでいいと思います。 

会長： 

大分時間も迫ってきましたので、この４番目の審議につきましては、これぐらいで終わらせて

いただきたいと思いますが、結果としては、飼い主のいない猫に関する諸問題を解決するために

は、何等かの対策が必要である。その中で、動物の命を大切に思い、猫に不妊手術を受けさせ、

猫の寿命を全うさせようとしている市民の方々がいて、そういう方が利用し易いような助成制度

なるように配慮していただきたいと思います。というような感じの文言も少なくとも入れていた

だきたいと思います。 

何か最後に意見等、発言されたいことがありますか。 

委員： 

確認ですけど、手続きのイメージとしては、先に申請をした上ででないと助成金の交付は難し

いという判断になりますか。現実に現場ですと、今日、猫が捕まったんだがすぐ手術をしてもら

えますかというケースがほとんどです。ですから、手順を踏まないと交付できないものなのか、

そこがちょっと聞きたいと思います。 

会長： 

イメージ的には、市の方はどのように考えていますか。 

事務局： 

例えば、必ず猫を捕まえなければならない行為をしなければならないので、その捕えようとし

た段階で申請はできるはずと考えております。ですので、手術の前に申請して、手術して、助成

金を交付するという事で、申請してすぐに手術してくださいという事ではないですから。申請し

て，しばらく猫が捕まらなかったとしても、申請は生きています。 

委員： 
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猶予期間はあるということですか。 

事務局： 

そういう事です。 

委員： 

そういう気持ちがありますよという事をまず申請するということですね。 

事務局： 

はい、そういう事です。 

委員： 

それだけ、周知徹底してないといけないことですね。 

事務局： 

はい、動物病院の先生にも見積りをいただかなければいけないので、やはり、これぐらい費用

がかかりますよというのは事前にお聞ききした上でということを考えております。まあ、いろい

ろ計画をたてた上でということで。 

会長： 

助成するとなったら、最終的には予算も限りがあるので、まず、普通行政が実施する場合は、

申請がないと先に手術してしまっても助成ができないということが多いと思います。ただ、それ

に至るまでは、助成制度ができた場合にはこういう制度があるということをしっかり普及啓発し

ていただいて、運用としては、手術直前でないと申請できないというものではないというような

ことにしていただいて、先に申請していただいて、捕獲にかかり、うまくいけば不妊・去勢手術

の助成を活用できるというような制度にしていただければと思います。 

委員： 

申請して捕まえるということですが、申請しても捕まらない場合には、１匹の猫を対象にまた

２つ申請がくることもあると思うので、申請してから捕まえて助成金をもらうということは無理

な面があるように思いますが。 

会長： 

最終的には運用面になれば、手術した後からではいけないが、動物病院に少なくとも手術直前

に、こんな状態があって、このような状況で、制度があるがまだ申請が間に合っていないという

よう時は、もしかしたら運用でなんとかできることもあるかもしれませんが、ただ、基本は、申
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請してから手術、助成への流れでないと行政的には難しいと思います。 

委員： 

品物とかは必ずできますよね、物もわかるし、必ずあるからそれを申請するのですけど、犬や

猫の場合は必ず捕れるとは限らないということですし。 

会長： 

極端に言えば、最終的に期間をどのようにされるかわかりませんが、例えば４月に申請してい

て、１か月、２か月、３か月と実施できませんでしたということもあるし、最終的に実施出来な

い事もあり得ると思いますね。 

委員： 

あり得るのですけど、それでは後から申請した人が予算オーバーで申請できないということも

でてきますね。その辺りのことも少し考えた方がいいかなとも思います。以上です。 

会長： 

運用面では、今のようなイレギラーなことも配慮して運用していただきたいということですね。 

そうしましたら、これで私の担当の審議を終わらせていただきまして、事務局の方に進行をお

願いします。 

事務局： 

皆さま、長い間どうもありがとうございました。では、次回はこの度ご審議いただいた結果を

答申案にお示しして、最終的にまとめるということになります。次回は１０月に開催する予定に

しておりますので、よろしくお願いいたします。以上で本日予定されている議事はすべて終了し

ております。皆さま円滑な議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

では、閉会にあたりまして、保健所参事がご挨拶を申し上げます。 

３. 閉会 

閉会挨拶 


